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健康福祉部医療対策局 

 
三重県地域医療構想の策定について 

 

１ 策定の趣旨 

県では、平成 26 年６月に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、医療計画の一部

として、「将来の医療提供体制に関する構想」（以下「地域医療構想」という。）を策定し

ます。 

 

２ 検討体制等 

   ８つの構想区域（桑員、三泗、鈴亀、津、伊賀、松阪、伊勢志摩、東紀州）ごとに設置

する地域医療構想調整会議と三重県医療審議会を基本とします。 

また、救急医療や周産期医療など、より広域的な医療体制の議論を必要とするものにつ

いては、医療審議会の部会等において議論を進めていきます。 

このように、地域医療構想調整会議における地域単位の議論と、より広域にわたる横断

的な観点の議論を並行して進めています。 

 

３ 検討状況 

  ○地域医療構想調整会議（議長：郡市医師会長） 各構想区域３回 計 24回開催 

第１回：平成 27年７月から８月の間に８構想区域で開催 

地域医療構想の策定にかかる意見交換 

第２回：平成 27年９月から 10月の間に８構想区域で開催 

構想区域の現状分析、課題等の検討 

第３回：平成 27年 11月から 12月の間に８構想区域で開催 

構想区域の方向性の検討 

○三重県医療審議会（会長：三重大学駒田学長） 

第１回：平成 27年６月５日(金)開催 

構想区域、地域医療構想調整会議メンバー等の検討 

   第２回：平成 27年 12月 15日(火)開催 

    方向性の検討 

 

４ 三重県地域医療構想の特徴と概要 

   地域医療構想は、平成 26 年度から導入された病床機能報告制度によって把握される医

療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）の現状や、診療内容等のデータに基づく

将来的な医療ニーズなどから、それぞれの地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の

分化と連携を適切に推進しようとするものです。 

本県では、地域の特性・実情に応じた三重県地域医療構想となるよう、次の考え方に沿

って策定を進めています。 

① 客観的データの提示 

診療内容データ等の明確なデータを収集・共有し、議論を進めます。 

② 策定プロセスの重視 

地域医療構想の実効性を高めるため、策定段階から地域の関係者による地域医療構想

調整会議を設置し、当該調整会議における意見を最大限尊重します。 

③ 医療介護総合確保方針等との整合性の確保 

 平成 26年６月に成立した医療介護総合確保推進法に定める総合確保方針をふまえ、効

率的で質の高い医療提供体制の構築とともに、医療、介護、予防、住まい、生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を視野に入れつつ、議論を進めます。 

資料１ 



 

 

（１）総論 

○地域医療構想の基本的事項 

・地域医療構想の位置づけ  ・策定の趣旨  ・策定の基本的な考え方 

・構想区域  ・策定体制等 

○三重県における医療政策の基本方針 

・医療の現状と課題  ・医療政策の基本方針 

○地域医療構想の推進 

   ・目標  ・2025年の医療需要と必要病床数 

   ・各施策の検討状況  ・地域医療介護総合確保基金の活用 

「三重県における医療政策の基本方針」では、次の３つの視点に基づき、各構想区域にお

けるあるべき医療提供体制を構築することとしています。 

①医療機能の分化・連携により、患者の早期の社会復帰を図る。 

②地域で提供している医療について、患者・住民にわかりやすく伝える。 

③安心して暮らすことができる地域づくり、まちづくりに貢献する。 

「2025 年における医療需要と必要病床数」については、医療法施行規則に定める計算式

により算出した県全体の推計値を記載しています。 

（２）各論（各構想区域の地域医療構想） 

各論は、各構想区域の地域医療構想で構成しています。 

○構想区域の現状と課題 

○2025年における医療需要と必要病床数 

○2025年にめざすべき医療提供体制の方向性 

なお、本県では、二次保健医療圏とは異なる構想区域を設定しているため、現時点では、

厚生労働省から構想区域ごとの医療需要データが提供されていません（遅くとも年度内に

は提供される予定です）。 

（３）策定後の取組 

○周知と情報の公表 

○2025年までのＰＤＣＡ等 

2025年までの毎年、地域医療構想調整会議を開催し、めざすべき医療提供体制の方向性

や実現するための施策等について、引き続き具体的な協議を継続していきます。 

これらにより、必要に応じて地域医療構想の追記・修正を行うとともに、平成 30 年度

からの次期医療計画に反映していくこととしています。 

また、三重県医療審議会へも毎年、その状況を報告します。 

 

５ 今後のスケジュール 

       12月 15日  第２回三重県医療審議会の開催 

12月下旬  パブリックコメントの実施 

～平成 28年 1月下旬 

平成 28年２月  第４回地域医療構想調整会議の開催（８構想区域） 

                  （構想区域ごとの方向性等の検討） 

平成 28年３月  健康福祉病院常任委員会で経過を報告 

      第３回三重県医療審議会の開催 

 

 


